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「
鳥
獣
法

の
改
定

と

救
護

に

つ
い
て
」

森
田

正
治

二
〇
〇
三
年

四
月

、

「
鳥

獣
保
護

及

狩
猟

二
関

ス
ル
法
律
」
が
、
大
幅

に
改

定
さ
れ
た
。

こ
の
法
律

は
、

一
九

一
八

年

(大
正
七
年
)

に
制
定

さ
れ
、
野
生

鳥
獣

の
保
護
、
特

に
、
傷
病
保
護

・
救

護

に
関
し

て
の
基
本
的
な
法
律
と
な

っ

て
い
る
。
「
鳥
獣
保
護

法
」

と
言

う
方

も
お
ら
れ
る
が
、
も
と
も
と

は

「
狩
猟

法
」

に
後
か
ら

「
保
護
」
が
付
け
加
え

ら
れ
た
も

の
な

の
で
、

い
ろ
い
ろ
と
矛

盾
を
持

っ
て
お
り
、
私

は

「
鳥
獣
法
」

と
言
う

こ
と

に
し

て
い
る
。

鳥
獣
を
自
ら
収
容

し

て
手
当

て
を

し

た
り
、
持
ち
込
ま
れ
て
治
療
し
た
場
合
、

収
容
は

「
捕
獲
」
、

入
院

と
リ

ハ
ビ

リ

は

「
飼
育
」
と
な
り
、
許
可

が
必
要

に

な
る
。
極
端
な
話
、
道
路
上

で
傷

つ
い

た
鳥
を
見

つ
け
た
ら
、
地
元

の
支
庁

に

「
捕
獲
?

し

て
宜
し
い
で
し
ょ
う
か
?
」

と
連
絡
を
入
れ
、
許

可
を
得
な
け
れ
ば

違
法

と
な
る
。
役
所

が
休

日

・
時
間
外

で
あ
れ
ば
、
ず
ー

っ
と
道
路
上

に
:
:
?

実

際
問
題
、
動
物

の
命

に
関

わ
る
こ
と

な

の
で
、
事
後
報
告

と
言

う
こ
と

で
、

臨
機
応
変

に
対
応
さ
れ
て
い
る
。

主

に
改
定
さ
れ
た
所
を
述

べ
よ
う
。

①

条
文
が

ひ
ら
が
な
と
な
り
、
法
律

の

名

称
が

「
鳥
獣

の
保

護
及
び
狩
猟

の
適

正
化

に
関
す
る
法
律
」

と
変
更
と
な

っ

た
。

②
知
事
が
指
定

し
た
区
域

で
の
鉛

散

弾

の
使
用
が
制
限

で
き

る
。
③
狩
猟

の
後

、
死
体

の

一
部

の
山
野

へ
の
放
置

を
禁
止
。
④
違
法

に
輸
入
し

た
鳥
獣

の

販

売
や
譲
り
渡
し
の
禁
止
。
⑤
海
獣
類

の
取
り
扱

い
の
変
更
。

②
は
水
鳥

の
鉛
中
毒
、
③

は

ワ
シ
類

の
鉛
中
毒

の
対
策
と
し

て
前
進

で
は
あ

る
が
、
根
本
解
決

に
は
ま
だ
ま
だ

で
あ

る
。
北
海
道
と
し
て
、
大
き

い
の
が
⑤

の
海
獣
類

の
保
護

で
あ

ろ
う
。

ア
ゴ

ヒ

ゲ

ア
ザ
ラ
シ
の
タ

マ
ち

ゃ
ん
の
取
り
扱

い
は
、
多
摩
川
に
い
た
こ
ろ
と
今

で
は

全
然
違
う
。

こ
の
法
律
の
対
象

は
、
野
生

の
鳥
と

獣

で
、
適
応
除
外

さ
れ
て
い
る
鳥
獣
が

い
る
が
、

一
部
変
更

に
な

っ
た
。
従
来
、

ノ
ネ
ズ

ミ
、

モ
グ

ラ
、
海
獣
類

は
、
保

護

の
対
象
外
だ

っ
た
が
、
海
獣
類

の
中

で

ア
シ
カ
、
ジ

ュ
ゴ

ン
、

ア
ザ
ラ
シ
が

保

護
対
象
獣
と
な

っ
た
。

ア
ザ
ラ
シ
の
五
種

は
、
北
海
道

に
生

息

し
て
い
て
、
ゼ

ニ
ガ

タ
ア
ザ
ラ
シ
は

希
少
種

に
て
環
境
省
が
担
当
、
ゴ

マ
フ

ア
ザ
ラ
シ
な
ど
は
北
海
道
が
担
当
。
残

念

な
が
ら
、
日
本

で
の
海
獣
類

の
救
護

技
術

は
、
ま
だ
ま
だ
遅
れ

て
い
る
だ
け

に
、
早
急
な
研
修
が
求
あ
ら
れ

て
い
る
。

残
念

な
が
ら
、
希
少
種

の
ラ

ッ
コ
が
依

然
、
保
護

の
対
象
外

で
あ

る
こ
と
を
最

後

に
、
付
け
加
え
て
お
こ
う
。


